
■和気町「地域おこし協力隊」募集要項
― 小・中学校英語遠隔交流授業担当者募集 ―

１ 募集概要

岡山県和気町では、移住者受け入れ体制の整備や子育て・教育環境の充実等による移住・定

住促進に取り組んでおり、特色ある教育の一つとして、幼保連携型認定こども園から中学校まで

の流れを大切にした英語教育に力を入れています。その中で、令和元年度から、学習した英語を

より必要感をもって使い、通常の英語の授業では経験できない生のコミュニケーションを通じ

て、「異文化に対する興味関心」「コミュニケーションへの意欲」「表現力」等を高めることを

目指して、オーストラリアの学校との遠隔交流授業に取り組んでいます。国際的な視点をもっ

て、誇れる故郷をいろいろな形で発信し、やがては世界中の人々と臆することなく意見を交換で

きるような活動に発展させていただくことを期待しています。

２ 募集人員

地域おこし協力隊員 １名

３ 活動内容

◆小・中学校英語遠隔交流授業の企画・サポート

（１）カリキュラムの作成に関する業務

① 小・中学校年間カリキュラムの作成

② １人１台端末の活用を視野に入れた授業プログラムの開発

（２）現地（オーストラリア）校に関する業務

① 交流校の確定及び必要に応じた変更

② 日程等の連絡・調整

③ 授業内容・準備についての打合せ

④ 授業外での交流（手紙や作品のやりとり等）支援

（３）町内小・中学校に関する業務

① 日程等の連絡・調整

② 授業内容・準備についての打合せ

③ 授業当日のサポート（機器の操作・管理も含む）

④ 授業外での交流支援

◆その他、学校園での英語教育に係る業務、町内の国際交流に係る業務のサポート

４ 募集対象

（１）概ね２０歳以上４５歳以下の方（性別は問いません）

（２）心身ともに健康で誠実に勤務ができる方

（３）過疎・山村・離島・半島地域以外の都市地域に生活の拠点がある方で、和気町に住民票

を移動できる方

（４）和気町に１年以上の滞在を予定する方

（５）地域の活性化に意欲があり、地域が抱える課題の解決に積極的に取り組める方

（６）普通運転免許を所持し、実際に運転ができる方

（７）英語によるコミュニケーションを積極的に図ることができる方（英語による一定程度の

コミュニケーション能力及び筆記能力を有することが望ましい）

（８）一般的なパソコンの操作ができる方（オンライン業務に係る機器操作を含む）

（９）地方公務員法第 16条に規定する欠格条項に該当しない方

５ 勤務地
和気町内の指定する地区（和気町役場佐伯庁舎 町立こども園・小・中学校 等）



６ 雇用形態・期間
（１）和気町会計年度任用職員として採用し、和気町地域おこし協力隊設置要綱に基づき委嘱し

ます。
（２）任用期間：令和７年４月１日(任用予定日)から令和８年３月３１日まで

※本人の希望及び町役場との相談等により任用日を令和７年４月１日以降にすることが
可能です。
※従前の勤務実績に基づく能力の実証により、公募によらない再度の任用を行う場合が
あります。
※１年ごとに更新し、最長３年間(令和１０年３月３１日)まで延長することがありま
す。毎年３月末に、次年度の継続任用について判断します。

※令和７年度当該事業予算成立が前提となっています。

７ 勤務条件等
（１）報酬等

●月額 ２０２，２６０円（賞与２回：６月・１２月）
（２）勤務日・勤務時間

●月曜日～金曜日（週休２日）週３７．５時間勤務
●勤務時間 ８：３０～１７：００（休憩１２：００～１３：００）
●活動内容により時間変更が可能です。
●土曜日若しくは日曜日に勤務された場合は休日を勤務日に振り替えます。

（３）有給休暇
年間１０日
※和気町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に準ずる。

（４）待遇・福利厚生
① 住居は、和気町で用意します。（家賃は町で支払います。)
② 健康保険、厚生年金、雇用保険に加入していただきます。
③ 活動に必要なパソコン等は貸与します。

８ 申し込み受付期間
随時受付（ただし、合格者が決定した場合は申し込みを締め切ります。）

９ 選考方法
（１）第１次選考【書類選考】

書類選考の上、結果を全員に文書で通知します。
◆提出書類
ア 和気町「地域おこし協力隊」応募用紙
イ 住民票抄本

（２）第２次選考【面接】
第１次選考合格者については、面接による第２次選考を実施します。日時及び場所(和

気町を予定)については、第１次選考結果通知時にお知らせします。
※応募に係る経費(書類申請費用及び面接時の交通費等)は、すべて応募者の負担となります。
※選考の経過及び結果についての問い合わせには応じられませんので、予めご了承ください。

10 問い合わせ先及び応募先
和気町教育委員会 学校教育課（担当：嶋村）
〒７０９－０５１１ 岡山県和気郡和気町矢田３０５
ＴＥＬ：０８６９－８８－１１１５ ＦＡＸ：０８６９－８８－１５０６

11 その他
本町までの交通費及び引越し費用、建物火災保険料、生活備品、光熱水費、その他の経費は、

採用された方にご負担いただきます。


